
 

令和 ６年 ６月 ４日 
 

事業者の皆様へ  

印西地区衛生組合 
 

見積書等の押印省略について 

 

印西地区衛生組合では、受注者等の負担軽減やデジタル化の推進などの観点から、

本組合に提出される見積書等について、押印を省略できることとしました。 

 

≪押印を省略できる書類≫ 

（１）見積書    （２）納品書       （３）請求書 

（４）業務着手届  （５）業務主任担当者届  （６）業務工程表 

（７）作業報告書  （８）成果品引渡申出書  （９）業務完了報告書 

（10）入札辞退届（入札約款第５号様式） 

 

≪「見積書」、「納品書」、「請求書」への記載事項≫ 

書類の真正性を担保するため、「見積書」、「納品書」、「請求書」には、次の事項を記載し

てください。 

■責任者名（部署名、役職、氏名、連絡先） ・・・書類の発行部門の責任者 

■担当者名（部署名、氏名、連絡先） ・・・・・・書類の作成事務の担当者 

 

〈記載例〉 

【本件責任者・担当者】 

責任者：○○営業所 ○○部○○課 課長 （氏名） 電話 0000-00-0000 

担当者：○○課 （氏名） 電話 0000-00-0000 

※責任者と担当者が同一になる項目は省略可 
 
 

≪適用日≫ 

 令和６年６月４日以降に提出されるものが対象となります。 

 

≪留意事項≫ 

１．押印省略書類は、電子メール又は FAXによる提出を可とします。 

２．提出された内容について、電話等で、お尋ねする場合があります。 

３．以下の書類は、押印を省略できません。 

〈押印を省略できない書類〉 

（１）契約書            （２）請書 

（３）入札書（入札約款第１号様式） （４）委任状（入札約款第３号様式） 

（５）誓約書（入札約款第４号様式） 

 

 
問い合わせ先 

印西地区衛生組合 庶務係 

電話 0476-95-0252 


